
1 

 

 

 

 

 

新 ご み 処 理 施 設 基 本 計 画 書 

（概要版） 

 
 

 

 

 

 

 

 

平成２９年３月 

 

 

伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合 

 



2 

１. 計画策定の目的と経緯 

現在、伊豆市では、伊豆市清掃センター及び土肥戸田衛生センターの２か所で、伊豆の国市で

は、長岡清掃センター及び韮山ごみ焼却場の２か所で、一般廃棄物における可燃ごみを処理して

いますが、全ての施設で稼働後 25年以上を経過し、老朽化が進んでいる状況となっています。こ

のことから、伊豆市及び伊豆の国市（以下、「二市」という。）では、平成 27 年４月、伊豆市伊豆

の国市廃棄物処理施設組合（以下、「本組合」という。）を設立し、既存の４施設を集約して、循

環型社会形成の推進を図る新たなごみ処理施設（以下、「新ごみ処理施設」という。）の建設を計

画することとしました。 

 新ごみ処理施設基本計画（以下、「本計画」という。）では、二市に適した新ごみ処理施設を建

設するための前提となる処理規模、処理方式、事業方式、環境保全計画等の基本的事項を定める

ことを目的とします。 

 

２. 新ごみ処理施設整備基本方針 

二市では、平成 25 年に広域一般廃棄物処理施設のあり方市民検討会（以下、「あり方市民検討

会」という。）において、市民の目線からのごみ処理施設の現状と課題の整理を行い、望ましい施

設の実現に向けての柱を提言としてまとめました。新ごみ処理施設整備基本方針は、このあり方

市民検討会の提言や国の動向を踏まえながら検討を行い、次に掲げる基本方針を策定しました。 

【新ごみ処理施設の整備及び運営・維持管理に関する基本方針】 

1)長期的に安心、安全で安定稼働する施設 

将来にわたって、ごみを安全かつ安定的に処理する能力、機能を確保し、また、災害に強く、

災害時に発生したごみにも適切に対応できる施設とする。 

2)環境保全に限りなく配慮する施設 

地球環境及び周辺環境の保全に限りなく配慮し、万全の対策を期するものとする。また、地球

温暖化防止対策やエネルギーの有効利用の観点から、ごみ処理に伴う余熱を最大限回収し、効率

よく活用する。 

3)住民に開かれ、地域に貢献する施設 

単なる「ごみ処理施設」ではなく、循環型社会や低炭素社会に関する知識や情報を得ることが

できるなど、伊豆市及び伊豆の国市が講じる３Ｒの推進施策に寄与するための環境教育や環境活

動の拠点とする。 

富士山、狩野川、田園、山、温泉、観光施設などの周辺の景観と調和し、地域のシンボルとな

る施設とする。 

東海地震等の地震やその他自然災害等の有事の際には、避難所や地域防災拠点として活用する。 

新ごみ処理施設から発生する熱の地域還元方法等を検討し、地域に貢献する施設とする。 

4)経済性に優れる施設 

建設費に運営・維持管理費を合わせた施設のライフサイクルコストの低減を図るものとする。

また、地域住民の雇用創出や地域資源の活用など、地域経済に寄与する施設とする。なお、工事

の発注に当たっては公共工事入札適正化法及び公共工事品質確保法を遵守し、品質と価格で優れ

た工事が施工されるよう努めるものとする。 
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３. 基本条件の整理 

 計画目標年次 (1)

新ごみ処理施設整備事業のスケジュールを表１に示します。新ごみ処理施設の稼働開始に

ついては、平成 34年４月を予定しています。 

 

表１ 新ごみ処理施設整備事業スケジュール 

 

 建設地の位置・面積 (2)

①位置：伊豆市佐野字川久保地内 

②面積：1.9ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 建設地周辺図 

 処理対象物の設定 (3)

新ごみ処理施設の処理対象物は、可燃ごみ、可燃粗大ごみ、資源化施設からの可燃残渣、剪

定枝、農作物残渣、し尿処理汚泥（し渣含む）、その他プラスチック及び災害ごみとします。こ

のうち、剪定枝、農作物残渣、し尿処理汚泥（し渣含む）、その他プラスチック及び災害ごみは、

新施設稼働時から新たに処理対象となります。 

(1)新ごみ処理施設
　 基本計画

(2)生活環境影響調査

(3)事業者募集・選定※

(4)施設敷地造成

(5)施設設計・建設

(6)新ごみ処理施設稼働

※事業者募集・選定 ：

平成32年度 平成33年度 平成34年度

1 年目の平成29 年度では、本計画を基礎資料として、更に詳細に検討した施設整備及び運
営・維持管理事業に関する要求水準書や事業者選定基準等の策定を行います。2 年目の平成30
年度では、要求水準書等により事業者の募集を行い、応募者からの提案等を受け、1 年目で策
定した事業者選定基準に基づき事業者を決定していきます。

内容 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

平成34年4月

稼働開始

 

 

 

 

 

 

 

 

土肥戸田衛生センター 

長岡清掃センター 

韮山ごみ焼却場 

伊豆市清掃センター 

新ごみ処理施設 
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４. 計画ごみ処理量の設定 

計画目標年度（平成 34 年度）における計画ごみ処理量を表２に示します。なお、計画ごみ処理

量は平時の処理量とし、災害廃棄物は含まないものとしました（災害廃棄物を見込んだ場合の施

設規模は別途算出）。 

 

表２ 計画目標年度における計画ごみ処理量（平成 34年度） 

 
 

５. 施設規模の設定 

計画ごみ処理量設定の結果に基づいて、施設規模を算出しました。平時の処理に必要な必要処

理能力（以下、「必要処理能力」という。）は計画・設計要領より次式で算出されます。 

 

必要処理能力 ＝（計画年間日平均処理量）÷（実稼働率）÷（調整稼働率） 

 

・実 稼 働 率：補修整備期間等によって、年間 65 日から 85 日が停止するため、年間実稼働日数

が 280 日間の時の実稼働率は 280 日÷365 日＝0.767 となり、年間実稼働日数が

300日の時の実稼働率は 300日÷365日＝0.822となる。 

・調整稼働率：故障修理など一時停止（約 15日間を想定）により能力低下することを考慮した係

数として 0.96を設定した。  

単位：t/年

現状の処理対象物 7,772 12,164 19,936

収集ごみ 6,817 10,678 17,495

家庭系 3,685 7,472 11,157

可燃ごみ 3,685 7,459 11,144

可燃粗大ごみ 0 13 13

事業系 3,132 3,206 6,338

可燃ごみ 3,132 3,206 6,338

可燃粗大ごみ 0 0 0

直接搬入ごみ 860 1,391 2,251

家庭系 591 888 1,479

可燃ごみ 591 422 1,013

可燃粗大ごみ 0 466 466

事業系 269 503 772

可燃ごみ 269 426 695

可燃粗大ごみ 0 77 77

資源化施設からの可燃残渣 95 95 190

新たな処理対象物 530 1,061 1,591

剪定枝 236 0 236

農作物残渣 0 440 440

し尿処理汚泥 204 256 460

その他プラスチック 90 365 455

計画ごみ処理量 8,302 13,225 21,527

品目 伊豆市 伊豆の国市 合計
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施設の規模は、上記の必要処理能力に災害廃棄物の受入れを見込んだ値としました。災害ごみ

の見込み分は通常運転時の余裕分となりますが、大きすぎると通常時の低負荷運転となり安定稼

働がしにくくなる場合もあること、稼働開始後の焼却対象ごみ量の減少が想定されることを考慮

する必要があります。 

そのため、本施設においては、年間実稼働日数 300日、災害廃棄物分として必要処理能力の 10％

増として見込むものとし、施設規模を以下のように設定しました。 

施設規模 t/日  ＝（必要処理能力）＋（災害廃棄物分） 

＝ 74.8 t/日 ＋ 7.5t/日 

＝ 82.3t/日 → 83 t/日 

※必要処理能力 ＝ 59.0 t/日 ÷ 0.822 ÷ 0.96 ＝ 74.8 t/日 

※災害廃棄物分 ＝ 74.8 t/日 × 10％ ＝ 7.5 t/日（災害廃棄物 7.5ｔ/日については、竣工

直後に東海地震、東海・東南海地震、東海・東南海・南海地震が発生しても、災害廃棄物の

うち可燃混合物を３年間で処理可能である量を見込んでいる。災害廃棄物発生量については、

静岡県災害廃棄物処理計画レベル１の被害想定に基づいている。） 

 

６. 計画ごみ質の設定 

新ごみ処理施設における計画ごみ質を表３に示します。 

 

表３ 計画ごみ質のまとめ 

 
【種類別組成】 

 
【可燃分（基準ごみ）中のごみ組成】 

 
※既存４施設（伊豆市清掃センター、土肥戸田衛生センター、長岡清掃センター、韮山ごみ焼却場）で処理を

実施している可燃ごみ、可燃粗大ごみ及び資源化施設からの可燃残渣に加えて、新ごみ処理施設で新たに処

理を実施する剪定枝、農作物残渣、し尿処理汚泥及びその他プラスチックを考慮した計画ごみ質を設定した。 

低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ

(kcal/kg) 1,100 1,700 2,300

(kJ/kg) 4,800 7,300 9,800

全水分 (％) 59.9 53.2 46.4

灰分 (％) 5.7 4.8 4.0

可燃分 (％) 34.4 42.0 49.6

(kg/㎥) 333.6 242.1 150.6

三
成
分

単位体積重量

低位発熱量

紙、布類
（％）

合成樹脂類
（％）

木、竹類
（％）

厨芥類
（％）

不燃物
（％）

その他
（％）

種類別組成 44.7 15.6 12.3 20.9 1.1 5.5

炭素量 水素量 窒素量 硫黄量 塩素量 酸素量 可燃分量

c h n s cl o V

乾ベース 55.16% 7.58% 1.74% 0.07% 0.71% 34.74% 100.00%
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７. ごみ処理方式の設定 

本計画を策定するにあたって、専門的事項である施設の処理方式や事業方式に係る事項につい

ては、新ごみ処理施設基本計画検討委員会（以下「委員会」という。）を設置し検討を行いました。

以下に委員会で検討した処理方式の選定方法及び選定結果を示します。 

 

 新ごみ処理施設における処理方式の評価・選定手順 (1)

新ごみ処理施設の採用処理方式の選定にあたっては、全国の地方自治体における採用処理方式

の動向等を踏まえたうえで行うものとしました。 

図２に示すとおり、まず、検討対象処理方式を抽出しました。具体的には、全国の地方自治体

において現在採用している可燃ごみ処理方式を把握し、実績のある方式については全て検討対象

処理方式として抽出するものとしました。次に、検討対象処理方式の中から、組合が設定する複

数の要件に対する適合性を評価（１次評価）し、選定候補処理方式を抽出しました。最後に、選

定候補処理方式の中から組合の整備方針に基づいて設定する複数の評価項目への適性度の相対評

価（２次評価）を行うことにより、組合が採用する処理方式の選定を行うものとしました。 

 

(1) 
検討対象処理方式 

の抽出 

全国の地方自治体が現在採用している

可燃ごみ処理技術を把握 

絶対評価 

「実績の有無」 

 

(2) 

選定候補処理方式 

の抽出 

（１次評価） 

(1)の検討対象処理方式のうち、組合が

設定する複数の要件に対する適合性を

評価し、選定候補処理方式を抽出 

絶対評価 

「適合性」 

 

(3) 

採用処理方式 

の選定 

（２次評価） 

(2)の選定候補処理方式を対象に組合

の整備方針に基づく複数の評価項目へ

の適性度を相対評価し、採用処理方式

を選定 

相対評価 

「点数」 

図２ 新ごみ処理施設の処理方式の評価・選定手順 

 

 新ごみ処理施設における処理方式の評価・選定結果 (2)

１次評価については、(1)焼却方式と同等以上の減容効果の有無、(2)類似種類ごみ処理実績

施設の有無、(3)類似規模ごみ処理実績施設の有無、(4)過去５年間（平成 22年度以降）の採用

実績の有無、(5)循環型社会形成推進交付金制度の活用の可否といった評価項目を設定し、評価

を行いました。５点の評価項目による１次評価（適合性評価）を行った結果、全ての評価項目

に適合した選定候補処理方式は以下の６方式となりました。 

■選定候補処理方式 

候補１：ストーカ式焼却方式 

候補２：流動床式焼却方式 

候補３：シャフト炉式ガス化溶融方式 

候補４：流動床式ガス化溶融方式 

候補５：焼却＋燃料式灰溶融方式 

候補６：乾式メタン化＋ストーカ式焼却方式 
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１次評価（適合性評価）で選定候補処理方式として抽出した６つの処理方式それぞれについ

て、本計画で定める基本方針に基づいて設定する複数の評価項目（表４参照）への適性度の相

対評価（２次評価）を実施したところ、最も評価が高かったストーカ式焼却方式が優れている

と判断しました。 

表４ ２次評価の項目 

 

評価 配点 評価 配点 評価 配点 評価 配点

35

7 A 7 C 4.2 B 5.6 C 4.2

5 A 5 A 5 A 5 A 5

5 A 5 A 5 A 5 A 5

性能曲線の確認
8 A 8 A 8 A 8 A 8

5 A 5 B 4 B 4 B 4

5 A 5 A 5 A 5 A 5

35

10 A 10 A 10 A 10 A 10

8 A 8 A 8 A 8 A 8

10 A 10 A 10 B 8 B 8

7 A 7 A 7 A 7 B 5.6

10

5 A 5 B 4 B 4 B 4

5 A 5 A 5 A 5 A 5

20

20 A 20 A 20 B 16 C 12

100

流動床式ガス化
溶融方式

乾式メタン＋
ストーカ式焼却

方式

（１ ）長期的に安心、安全で安定稼働
　　　する施設

1) 実績に基づき、ごみを安全かつ安定的に
処理できる能力、機能を確保しているか

①受注実績

②トラブルの有無

評価項目 配点
ストーカ式焼却方式 流動床式焼却方式

2) 万全な安全対策を講じているか

①危険作業、非衛生作業等の有無

3) 季節変動や経年によるごみ質変化やごみ
量減に対しての適応性

① 処理対象ごみへの適応性

4) 多岐にわたるごみの種類に対して柔軟に
対応できるか

①処理対象ごみへの柔軟性

5) 東海地震・東南海地震や大型台風等の
天災にも耐える災害に強いか

①災害対応の実績

（２） 環境保全に限りなく配慮する施設

1) 地球環境及び周辺環境の保全に限りなく
配慮し、万全の対策ができるか

① 公害防止基準値の遵守

② 排水クローズドの実現

2) 地球温暖化防止の観点から、二酸化炭素
排出量低減できているか

① 地球温暖化防止性能

3) ごみ処理に伴う余熱を最大限に回収し効
率よく活用できるか

① エネルギー回収率、エネルギー回収
量

（３） 住民に開かれ、地域に貢献する施設

1) 富士山、狩野川、田園、山、温泉、観光施
設などの周辺の景観との調和するか

90.6 83.8

①建物の視覚上の大きさ

② 施設全体配置、動線の確保状況

（４）　経済性に優れる施設

1) ライフサイクルコストを低減できるか

①施設建設費及び運営維持管理費

合計 100 95.2
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８. 環境保全計画 

 公害防止目標値（自主基準値）の設定 (1)

排ガス、排水、騒音、振動、悪臭の公害防止基準値（以下、「基準値」という。）については、

国や県などの法規制条件等の確認を行い、自主基準値の設定を行いました。この内、排ガスの

基準値については、近隣施設における排ガス基準値を参考にして公害防止技術の動向を確認し、

環境面や安全面、コスト面に配慮した上で、法規制で定められた基準よりも厳しい値を基準値

として設定しました。公害防止基準については、表５に示します。 

 

表５ 公害防止規制基準 

項 目 自主基準 法令等基準値 

１．排ガス ばいじん（ｇ/㎥・N） 0.01以下 0.15以下 

塩化水素（HCl）（ppm） 50以下 
430以下 

700ｍｇ/㎥ N以下 

硫黄酸化物（SOx）（ppm） 50以下 
K値規制 

K値 17.5以下 

窒素酸化物(NOx) （ppm） 100以下 250以下 

水銀（μg/m3・N） 30以下 30以下 

ダイオキシン類(ng-TEQ/㎥・N)  0.05以下 5以下 

２．排水 プラント排水はクローズドとし、生活排水は浄化槽法及び水質汚濁防止法を満たす基準値を

設定 

３．騒音 昼 間（８～18時） 

法令等基準値

と同じ 

55dB 

朝・夕（６～８時）（18～22時） 50dB 

夜 間（22～６時） 45dB 

４．振動 昼 間（８～20時） 65dB 

夜 間（20～８時） 55dB 

５．悪臭 敷地境界における臭気指数 18 

煙突その他排出口 悪臭防止法施行規則第 6 条の２で定める

方法により算出した臭気指数以下とする。 

６．焼却主

灰及び

飛灰処

理物 

焼却主灰の熱灼減量 

法令等基準値と

同じ 

５％以下 

焼却主灰及び飛灰処理物のダイオキシン含有基準(ng-TEQ/g) ３以下 

重金属の 

溶出基準 
アルキル水銀化合物(mg/ℓ) 検出されないこと 

水銀又はその化合物(mg/ℓ) 0.005以下 

カドミウム又はその化合物(mg/ℓ) 0.09以下 

鉛及びその化合物(mg/ℓ) 0.3以下 

六価クロム化合物(mg/ℓ) 1.5以下 

砒素又はその化合物(mg/ℓ) 0.3以下 

セレン又はその化合物(mg/ℓ) 0.3以下 

1,4-ジオキサン(mg/ℓ) 0.5以下 
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 環境保全対策 (2)

新ごみ処理施設の環境保全対策については、以下に示すとおりです。 

①排ガス対策 

新施設からの排ガスは適正に処理し、排ガスが地表に到達する着地点において環境基本法

の環境基準を満足できるようにします。 

粉じんが発生する箇所や機械設備には、集塵設備や散水設備を設けるなど、粉じん対策を

講じます。 

②排水対策 

新施設のプラント用水については循環再利用（排水クローズド）とし、プラント排水を建

物外部に流出しません。生活用水については合併浄化槽により放流可能な水質にした上で放

流します。雨水については、雨水排水路に接続し、河川放流します。 

③騒音対策 

騒音が発生する設備・機器は、低騒音型の機種を選定するほか、必要に応じて防音構造の

室内に収納し、内壁に吸音材を施工するなどの騒音対策を講じます。また、必要に応じて排

風機等に消音器を取り付けるなどの対策を講じます。 

④振動対策 

振動が発生する設備・機器は、振動の伝搬を防止するため、独立基礎や防振装置を設ける

などの対策を講じます。 

⑤悪臭対策 

ごみピット内を常に負圧に保ち、臭気が外部に拡散しない構造とします。ごみピット内臭

気は、ごみピット内の空気を燃焼用空気として炉内に送風し、高温酸化処理を行います。ま

た、休炉時に対応するための脱臭装置を設置し、休炉時においてもごみピット内の臭気を外

部に拡散させないよう対策を講じます。 

 

９. 余熱利用計画 

新ごみ処理施設では、排熱ボイラを設けることにより発生する蒸気をプラント機器等施設内で

用い、残りの蒸気は発電に利用することを基本とします。なお、熱の地域還元等については具体

案が示された段階で検討します。 

 

１０. 施設配置・動線計画 

施設配置・動線計画を図２に示します。 
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１１. 残渣処理計画 

現在、二市の焼却残渣は、各市の最終処分場にて適正に処理されており、今後も最終処分場の

運営は継続していくこととなるため、新ごみ処理施設から発生する焼却残渣の処理方法は、今後、

二市それぞれで検討して決定することとなります。 

 

１２. 環境啓発等整備機能計画 

新ごみ処理施設は、二市の小学生をはじめとした市民等の見

学者が訪れることが想定されます。これらの見学者に二市が進

めているごみ減量化に対する取り組みを紹介することやごみ

の発生から処理までの過程を理解していただく等の廃棄物に

関する環境教育を行うことは、新ごみ処理施設の重要な役割と

考えます。詳細については実施計画において検討することとし

ますが、ごみ処理施設に関する情報提供に加え、ごみ減量やリ

サイクルなど循環型社会形成、環境問題を学べるような学習設

備等を整備していきます。 

 

 

 

１３. 事業方式について 

新ごみ処理施設の事業方式については委員会で検討を行い、組合が想定する事業スキーム（表

８）に示す①～④の項目を全て満たしていることを確認しながら、定性的ならびに定量的な観点

から総合評価を行い、本事業にふさわしい事業方式を選定しました。 

定性的・定量的評価結果ならびに事業者意向調査結果において、参加意向を示す事業者の存在

を複数確認できたことにより、本事業に公設民営方式であるＤＢＯ方式を導入することが望まし

いと判断できる結果となりました。 

 

表８ 事業方式の評価項目及び評価内容 

評価項目 評価内容 

①制度上の制約や課題がないか 導入に当たっての法的課題等がないことの確認 

②定性的な効果が見込まれるか 公設公営方式で課題とされていたことの解決への寄与の確認 

③民間事業者の参画があるか アンケート調査における潜在的な複数の事業参画者の確認 

④ＶＦＭ※が出るか 財政負担削減（定量的な効果）への寄与の確認 

※VFM（Value For Money）とは・・・PPP 事業において最も重要な概念の一つであり、支払に

対して最も高いサービスを供給するという考え方のこと。直営方式と比べ、PPP 事業の方が

どれだけ削減できるかを示す割合。なお、PPP 事業とは官と民が連携して行う事業のこと。 

 

 

 

図３ 環境クイズコーナーの例
（新潟県村上市エコパークむらかみ） 

図４ 見学ツアー実施の例 
（愛知県豊田市渡刈クリーンセンター） 
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【お問い合わせ先】 

伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合 

〒410-2592 静岡県伊豆市八幡 500-1 

TEL：0558-88-4500 FAX：0558-88-4501  

Mail：haikibutsukumiai@city.izu.shizuoka.jp 

 

 

 

 
 

 


